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論 文

「乳幼児総合支援センター」へ向けた
取り組みの提示状況

―乳児院の公式インターネット・ホームページの調査を通じて―

渡 邉 晴 香

Status of Presentations of Initiatives towards
“General Support Center for Infants and Toddlers”:

Through the Investigation into the Official Websites of Infant Homes

Haruka WATANABE

【要 旨】
本研究は乳児院が「乳幼児総合支援センター」を目指す取り組みの状況について、要保

護児童等予防的支援機能とフォスタリング機能の提示状況に着目して調査を行い、乳児院
の今後のあり方について検討することを目的とした。対象は日本全国の乳児院の公式ホー
ムページとし、要保護児童等予防的支援機能の提示状況と内容、フォスタリング機能の提
示状況について調査した。調査の結果、要保護児童等予防的支援機能については全国で
６６．０％の乳児院が機能を提示していることが明らかとなり、乳児院が着実に多機能化を進
めていることが示された。また、各乳児院が今できることから地域貢献の取り組みを進め
つつも、今後支援の拡充が求められることも示された。フォスタリング機能については全
国で３８．８％の乳児院が機能を提示しており、今後より情報を発信していくことが必要であ
ると考えた。変わりつつある乳児院が地域にどんな影響をもたらすのか、また「乳幼児総
合支援センター」を目指すうえで課題となることは何かを明らかにすることが今後の課題
である。
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乳児院、乳幼児総合支援センター、子育て支援

１．問題と目的

日本における児童虐待の相談対応件数は増加
の一途をたどっている。令和４年度の児童相談

所における児童虐待相談対応件数は２１９，１７０件
（速報値）であり、過去最多となっている１）。
令和２年度中に児童相談所が対応した養護相談
のうち児童虐待相談の対応件数は２０５，０４４件で、
これを被虐待者の年齢別にみると「３歳」が
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１４，１９５件と０歳から１８歳までの中で最も多い。
次いで「２歳」が１３，８８５件、「１歳」が１３，３７６
件となっており、３歳以下の子どもが虐待を受
けるケースが非常に多いことが明らかとなって
いる２）。
児童虐待をはじめとする様々な理由で家庭で

の養育が困難となった乳幼児の育みを受託する
施設として、乳児院がある。乳児院とは、児童
福祉法第３７条に規定されており、乳児（保健上、
安定した生活環境の確保とその他の理由により
特に必要のある場合は、幼児を含む。）を入院
させて、これを養育し、あわせて退院した者に
ついて相談その他の援助を行うことを目的とす
る施設である。
２００９年国連総会にて「児童の代替的養護に関
する指針」３）が採択された。それによると施設
養護と家庭を基本とする養護とが相互に補完し
つつ児童のニーズに対応することを踏まえなが
らも、①児童を家族の養護から離脱させること
は最終手段であること、②３歳未満の児童の社
会的養護は家庭を基本とした環境で提供される
べきであること、③大規模な施設養護は廃止し
ていくべきこと、等が示された。このような背
景から、国は２０１７年に「新しい社会的養育ビ
ジョン（以下、社会的養育ビジョン）」４）を示し、
親子を分離させない在宅支援の充実や、里親や
養子縁組の推進、乳幼児の家庭養育原則の徹底
といった方針を強調した。この社会的養育ビ
ジョンでは、乳児院にさらなる高機能化や多機
能化を求めており、「乳児院」という名称も機
能にあったものに変更することが求められた。
このような国の動向に対し全国乳児福祉協議会
は、乳児院がアタッチメント形成とファミリー
ソーシャルワークを軸とする「乳幼児総合支援
センター」としての役割を担うことを提言して
おり、「『乳幼児総合支援センター』を目指して
（２０１９）」５）の中でその機能の具体化を図ってい
る。
「『乳幼児総合支援センター』を目指して」

の中で、「乳幼児総合支援センター」が備える
機能として以下の７つが示されている。①小規
模養育支援機能、②要保護児童等予防的支援機

能、③一時保護機能、④親子関係構築支援機
能、⑤フォスタリング機能、⑥アフターケア機
能、そしてこれら６つの機能が適切に機能する
よう支え、運営、監督する基盤となる⑦セン
ター拠点機能、である。この中には乳児院が従
来から備え、発展させてきた機能も含まれてお
り、新たな機能として求められたのは主に②要
保護児童等予防的支援機能、⑤フォスタリング
機能、⑦センター拠点機能の３つである。
乳児院は今後、入所児童のケアはもとより

「乳幼児総合支援センター」として「多様な機
能を活用して地域社会に貢献することが重要
で、これにより地域社会から認められ、地域の
有用なセンターとしての信用を確固たるものに
する」６）ことを目指している。新たに追加され
た３つの機能のうち、要保護児童等予防的支援
機能、フォスタリング機能の２つは特に地域子
育て支援との関わりが強く、地域社会との連携
を基盤としている。
要保護児童等予防的支援機能という名称の中

にある「要保護児童等」とは、児童福祉法第６
条の３第８項において「保護者のない児童また
は保護者に監護させることが不適当であると認
められる児童」と定義されている。また、要支
援児童とは、児童福祉法第６条の３第５項にお
いて「乳児家庭全戸訪問事業の実施その他によ
り把握した保護者の養育を支援することが特に
必要と認められる児童」と定義されている。要
保護児童等予防的支援機能はこれら要保護児
童・要支援児童が社会的養護につながる前段階
で、家族との暮らしが継続できるよう予防的に
支援する機能である７）。
フォスタリング機能とは、子どもの最善の利

益のために、「委託可能な里親を開拓・育成す
る」、「里親が相談しやすく、協働できる環境を
作る」、「安定した里親養育を継続できる」これ
らを達成することを目的としたフォスタリング
業務のことを指す８）。「社会的養育ビジョン」
では、３歳未満については概ね５年以内に、そ
れ以外の就学前の子どもについては概ね７年以
内に里親委託率７５％以上を実現するとの目標が
掲げられている９）。里親委託率は少しずつ上昇
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しているものの、令和３年度末の日本における
里親委託率は２３．５％１０）と目標には遠く及ばない
のが現状である。子どもの最善の利益のために
里親を増やすこと、そして里親となった人・里
親となる人が安心して子どもを育むことができ
るよう環境を整えていくことがフォスタリング
機能には求められている。
乳児院が「乳幼児総合支援センター」として

の役割を担うことが提言されてからおよそ４年
が経過した今、乳児院に新たに求められた要保
護児童等予防的支援機能の提示状況とその内
容、フォスタリング機能の提示状況について調
査を行い、乳児院の今後のあり方について検討
したい。

２．方法

日本全国の乳児院の公式インターネット・
ホームページにおける要保護児童等予防的支援
機能の提示状況及びその内容、フォスタリング
機能の提示状況について調査を行った（調査対
象は２０２３年１０月１３日現在の情報）。なお、ホー
ムページをもっていない乳児院については全て
の機能について「提示していない」とみなした。
インターネット・ホームページという媒体を

調査対象として選んだのは、乳児院が地域社会
と連携し、貢献する「乳幼児総合支援センター」
を目指すうえでこれらを利用して情報を公開す
ることは非常に重要であると考えたからである。
また、育児中の育児情報源として、９２．７％の

母親がインターネットを利用していることが明
らかとなっている１１）。さらに、社会的養護施設
第三者評価事業の第三者評価共通評価基準（乳
児院解説版）１２）においては評価項目Ⅱ－３－
⑴－①「運営の透明性を確保するための情報公
開が行われている。」で「ホームページ等の活
用により、法人、施設の理念や基本方針、養
育・支援の内容、事業計画、事業報告、予算、
決算情報が適切に公開されている」ことが評価
の着眼点として示されている。以上の理由から
もインターネット・ホームページにおける各機
能の提示状況を調査することは、今後の乳児院

のあり方を検討する一助になると考えた。
提示状況については、「『乳幼児総合支援セン

ター』をめざして」をもとに、それぞれの機能
に関して以下のいずれかの記載が見られれば機
能を「提示している」と判断した。なお、ホー
ムページでの記載に各種事業名が明記されてい
なくても、支援の内容からその機能を十分に
担っていると筆者が判断した場合は機能を「提
示している」と判断した。ある乳児院が「産前・
産後母子支援を地域ですすめるために」の事例
集の中で「ニーズが多いから取り組むのではな
く、たとえニーズが少なくても、制度がなくて
も、必要な人がいたら、今できることを地域貢
献事業としてやっていくなかで、ニーズが喚起
され制度が整っていくと思われる」と指摘して
いる１３）ように、たとえ現時点で事業化しておら
ずとも各乳児院が今できるところまでで地域に
貢献していることが「乳幼児総合支援センター」
への貴重な一歩であると考えられる。

〈要保護児童等予防的支援機能〉
①子育て短期支援事業
乳児院において短期入所生活援助（以下、

ショートステイ）や夜間養護等（以下、トワイ
ライトステイ）を行うこと。今回の調査では、
ショートステイ、トワイライトステイの両方、
もしくはどちらかの記載があれば「提示してい
る」と判断した。

②親子の通所
「親子の通所」機能は、親子で乳児院に通所

し、子どもの養育や集団活動に親も一緒に参加
して子育てのノウハウを学び、同時にさまざま
な親の相談に応じていくものとされている。乳
児院に足を運び「子育て広場」や「親子教室」
等に参加できる仕組みがあることが「親子の通
所」に対する取り組みであると捉えた。一方で、
相談に応じるだけでは、この「親子の通所」機
能を果たしているとはいえないため、ホーム
ページ上に相談できる場や手段が提示されてい
る場合も、子どもの養育や集団活動に親も一緒
に参加できるような体制が提示されていない場
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合は「親子の通所」機能を「提示していない」
とみなした。

③産後ケア事業、産前・産後母子サポート事業
（以下、これらをまとめる場合は産後ケア事
業等と表記する。）
産後ケア事業とは、特定妊婦を含む出産直後

の母子に対して助産師を中心とした専門職が心
身のケアや母子の愛着形成を促すものである。
特定妊婦とは児童福祉法第６条の３第５項にお
いて「出産後の養育について、出産前において
支援を行うことが特に必要と認められる妊婦」
と定義されており、産後に子育て困難に陥る可
能性を下げるために、妊娠中から支援を提供す
ることが求められている。
産前・産後母子サポート事業とは、妊娠・出

産、子育てに関する悩み等に対して、子育て経
験者やシニア世代の者、保健師、保育士等の専
門職等が相談支援を行う事業である。ただし、
原則として専門的知識やケアを要する相談、支
援は除く。
本調査では、要保護児童等予防的支援機能の

本来の目的である「家族との暮らしが継続でき
るよう予防的に支援する」ことに重きを置き、
産後ケア事業と産前・産後サポート事業の区分
けはせずに、産前や産後すぐからの母子支援に
関する記載や思いがけない妊娠に関する相談窓
口、電話・SNS等での妊娠・出産に関する相
談受付の記載があればこの機能を「提示してい
る」と判断した。

④親子宿泊支援（２４時間）
乳児院に親子で宿泊し、生活支援や養育支援

を行うこと。通所だけでは把握が困難な夜間の
状況を把握可能にし、適切なアセスメントと支
援に繋げることを目的とする。

⑤養育支援訪問事業（居宅訪問）
保育士等が居宅を訪問し、妊娠期の支援、出

産後間もない時期に養育者に対する相談や養育
技術を提案すること。「家庭訪問型子育て支
援・ホームスタート」の記載があった場合も、

この機能を「提示している」と判断した。

〈フォスタリング機能〉
里親の開拓・育成、乳児院での里親に関する

相談方法等が明記されている場合は機能を提示
していると判断した。都道府県からの委託を受
けて乳児院が行っているフォスタリング事業
と、各乳児院が独自に行っている里親支援があ
るが、どちらも前述したフォスタリングに関す
る目的をもっての取り組みであるため、本稿で
は区分けはせずに全てフォスタリング機能とし
て捉えた。

調査内容は次の⑴～⑶の通りである。

⑴ エリア別の要保護児童等予防的支援機能の
提示状況

北海道・東北（北海道、青森県、岩手県、宮
城県、秋田県、山形県、福島県）、関東（東京
都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木
県、茨城県）、中部（新潟県、富山県、石川県、
福井県、岐阜県、長野県、山梨県、静岡県、愛
知県）、近畿（大阪府、京都府、兵庫県、奈良
県、三重県、滋賀県、和歌山県）、中国・四国
（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、
徳島県、香川県、愛媛県、高知県）、九州・沖
縄（福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、
宮崎県、鹿児島県、沖縄県）の６つのエリア別
に要保護児童等予防的支援機能をインターネッ
ト・ホームページ上で明文化して提示している
乳児院数（以下、提示乳児院数）と、調査対象
乳児院における提示乳児院数の割合（以下、提
示率）を調査した。

⑵ エリア別のフォスタリング機能の提示状況
北海道・東北、関東、中部、近畿、中国・四国、

九州・沖縄の６つのエリア別にフォスタリング
機能の提示乳児院数と、提示率を調査した。

⑶ 要保護児童等予防的支援機能における事
業・支援別の提示状況

要保護児童等予防的支援機能について、①子
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育て短期支援事業、②親子の通所、③産後ケア
事業、産前・産後母子サポート事業、④親子宿
泊支援、⑤養育支援訪問事業、の５つの事業・
支援別に提示乳児院数を調査した。また、要保
護児童等予防的支援機能を提示している乳児院
における事業・支援別の提示乳児院数の割合を
調査した。

３．結果

全国に１４７施設ある乳児院のうち、公式ホー
ムページをもっていない乳児院は８か所であ
り、１３９か所（９４．６％）の乳児院が公式ホーム
ページをもっていた。

⑴ エリア別の要保護児童等予防的支援機能の
提示状況

全乳児院における要保護児童等予防的支援機
能の提示率は６６．０％であり、エリア別の提示乳

児院数、提示率は表１のとおりの結果となっ
た。エリア別の提示率は北海道・東北エリアが
７６．９％と最も高く、中部エリアが６０．７％と最も
低かった。

⑵ エリア別のフォスタリング機能の提示状況
全乳児院におけるフォスタリング機能の提示

率は３８．８％であり、エリア別の提示乳児院数、
提示率は表２のとおりの結果となった。全ての
エリアにおいて要保護児童等予防的支援機能に
比べ提示率が低かった。要保護児童等予防的支
援機能と同じく北海道・東北エリアの提示率が
最も高かった（６１．５％）。提示率が最も低かっ
たのは関東エリアであった（２２．２％）。

⑶ 要保護児童等予防的支援機能における事
業・支援別の提示状況

要保護児童等予防的支援機能における事業・
支援別の提示状況は表３のとおりの結果となっ

乳児院数
①

提示乳児院数
②

提示率
②／①

北海道・東北エリア １３ ８ ６１．５％

関東エリア ４５ １０ ２２．２％

中部エリア ２８ １１ ３９．３％

近畿エリア ３１ １６ ５１．６％

中国・四国エリア １２ ３ ２５．０％

九州・沖縄エリア １８ ９ ５０．０％

全国合計 １４７ ５７ ３８．８％

乳児院数
①

提示乳児院数
②

提示率
②／①

北海道・東北エリア １３ １０ ７６．９％

関東エリア ４５ ２８ ６２．２％

中部エリア ２８ １７ ６０．７％

近畿エリア ３１ ２２ ７１．０％

中国・四国エリア １２ ９ ７５．０％

九州・沖縄エリア １８ １１ ６１．１％

全国合計 １４７ ９７ ６６．０％

表１ エリア別の要保護児童等予防的支援機能の提示状況

表２ エリア別のフォスタリング機能の提示状況
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た。①子育て短期支援事業の提示乳児院数は７９
施設と最も多く、要保護児童等予防的支援機能
提示乳児院における割合は８１．４％であった。提
示乳児院数が最も少なかったのは２施設の④親
子宿泊支援であり、要保護児童等予防的支援機
能提示乳児院における割合は２．１％であった。
②親子の通所の内容は、子育て広場（遊びの

広場）、ベビーマッサージ教室、食育体験教室、
赤ちゃん・母親カフェなどであった。

４．考察

⑴ エリア別の要保護児童等予防的支援機能の
提示状況

全てのエリアにおいて６０％以上の乳児院が要
保護児童等予防的支援機能を提示していること
は、乳児院が「乳幼児総合支援センター」へ向
けて着実に多機能化を進めていることを示す結
果である。
今後、機能を提示している乳児院と機能を有

しながらもホームページに提示していない乳児
院とで利用者数等に違いがあるのかを調査して
いきたい。また、乳児院が従来の「家庭での養
育が困難となった乳幼児の育みを受託する施
設」という枠組みを越え、要保護児童等予防的
支援機能を有し、地域を幅広く支援していくこ
とが地域の子育て家庭等にどのような影響を及
ぼすのかを調査し、この機能の有益性を明らか
にしていきたい。

⑵ エリア別のフォスタリング機能の提示状況
こども家庭庁の関係資料集１４）によると、令和

３年度における７０都道府県市別の里親等委託率
は、福岡市が５９．３％と最も高く、金沢市が
８．６％と最も低かった。里親等委託率は自治体
間の格差が大きいことが指摘されている（里親
等委託率の委託先には、里親の他ファミリー
ホームも含まれている）。都道府県別に見ると、
里親等委託率は新潟県が４３．６％と最も高く、次
いで宮城県（３９．５％）、佐賀県（３８．２％）と続
き、最も低いのは１０．７％の宮崎県であった。北
海道・東北エリアでは属する全ての都道府県に
おいて里親等委託率が２０％以上となっており、
これは他のエリアには見られない特徴であっ
た。乳児院におけるフォスタリング機能の提示
率の高さがこの結果に直結していると考えるの
は早計ではあるが、各エリアにおける提示率と
里親に対する意識の相関について今後より詳細
な調査をする価値がありそうだ。
フォスタリング業務は都道府県（児童相談所）

の本来業務であり、まずは児童相談所がフォス
タリング機関となることが想定されるが、民間
機関への委託も可能となっている。里親に養育
を委託する子どもは、新生児から高年齢児まで
全ての子どもが検討の対象とされるが、特に乳
幼児は安定した家族関係の中で、愛着関係の基
礎を作る時期であり、子どもが安心できる、温
かく安定した家庭で養育されることが求められ
ている１５）。これまでも乳児院から里親へ移行す
る乳幼児は多く、乳児院には支援のノウハウが
蓄積されていると考えられる。それらの知識・

提示されている要保護児童
等予防的支援機能の内容
（事業・支援別）

提示乳児院数
要保護児童等予防的支援機
能提示乳児院（９７施設）に
おける割合

①子育て短期支援事業 ７９ ８１．４％

②親子の通所 ５６ ５７．７％

③産後ケア事業
産前・産後母子支援事業 １７ １７．５％

④親子宿泊支援 ２ ２．１％

⑤養育支援訪問事業 ９ ９．３％

表３ 事業・支援別の要保護児童等予防的支援機能の提示状況
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技術を生かして里親等を開拓・育成・支援して
いくことが乳児院には期待されている。里親の
もとで養育されることが望ましい子どもが、１
人でも多く里親と繋がることができるよう、ま
ずは少しでも多くの乳児院がフォスタリング機
能を有し、情報を発信することが重要なのでは
ないだろうか。

⑶ 要保護児童等予防的支援機能における事
業・支援別の提示状況

要保護児童等予防的支援機能を提示している
乳児院の中でも、３つの事業・支援を提示して
いる乳児院から１つの事業・支援を提示してい
る乳児院まで様々な実態があった。４つ以上の
事業・支援を提示している乳児院はなかった。
以下、事業・支援別に考察する。

①子育て短期支援事業
要保護児童等予防的支援機能提示乳児院の

８１．４％が、子育て短期支援事業についてホーム
ページ上で提示していた。
子育て短期支援事業とは、児童福祉法第６条

の３第３項に定められた子育て支援事業の一つ
で、保護者が何らかの事情で一時的に児童を養
育することが困難になった場合に、乳児院や母
子生活支援施設等で児童を預かって養育するも
のである。本事業は、平成７年に「子育て支援
短期利用事業」という名称で実施要項が定めら
れ（平成７年４月３日児発第３７４号）、平成１７年
の児童福祉法改正により、正式に市町村が実施
する子育て支援事業の一つとなった。その後平
成２６年に「子育て短期支援事業実施要綱」１６）が
定められ、平成２７年に子ども・子育て支援新制
度が施行されてからは子ども子育て支援法第５９
条の７で地域子ども・子育て支援事業の一つと
しても位置づけられた。
このような歴史がある子育て短期支援事業で

あるが、ショートステイやトワイライトステイ
は平成７年に定められた「子育て支援短期利用
事業実施要綱」に既に記載があり、令和５年の
時点で２８年の歴史を有する。要保護児童等予防
的支援機能の中では最も長い歴史をもつ事業で

あり、そのため提示率が最も高くなったと考え
られる。
また、ショートステイは母子生活支援施設、

児童養護施設、乳児院、ファミリーホーム等で
子どもを預かるが、特に乳児の預かりについて
は看護師、保育士が必ず配置されている乳児院
の専門性が遺憾なく発揮されるため地域からの
ニーズが高く提示率が高くなっていることも考
えられる。
武田（２０１８）は、ショートステイを実施して

いる機関へのインタビューの結果、利用者の特
性として要支援的なニーズが指摘されているこ
とを明らかにした。そのうえで、ショートステ
イは保護者のレスパイトにより虐待の予防策と
なっており、また、継続的に親子を支援するこ
とで親子分離に至らない結果となることを指摘
している１７）。前述の通り社会的養育ビジョンで
は、親子を分離させない在宅支援の充実が目指
されている。要保護児童等予防的支援機能を提
示している乳児院のうち、８０％以上の乳児院が
子育て短期支援事業に取り組んでいることは、
地域における虐待予防の重要な役割を担ってい
るといえる。

②親子の通所
「親子の通所」機能は、要保護児童等予防的

支援機能提示乳児院における割合が５７．７％と①
子育て短期支援事業に次いで多かった。「『乳幼
児総合支援センター』を目指して」で「新」の
マークが付けられているように、「親子の通所」
機能は、これまで乳児院において取り組みがな
かった、もしくは一部の乳児院に限られていた
機能である。
従来の乳児院では、子どもの単独保護や子ど

もの措置入所の制度はあったものの、親子で通
所するという機能はなかった。児童養護施設は
知っていても乳児院は知らない、という人が多
いのは、その数の違いもあるだろうが、従来の
乳児院が閉鎖的になりやすかったということも
理由の一つではないだろうか。児童養護施設の
子ども達はその多くが学校や幼稚園へ通い、地
域社会との交流があるが、乳児院の子ども達は
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そのような地域社会との交流がないことも少な
くない。そのため地域との交流をよほど意識し
ていなければ関係は希薄になりがちだったので
はないだろうか。この「親子の通所」機能は、
地域の人々が乳児院について知り、関わりを深
めるきっかけになると考えられる。
乳児院が「乳幼児総合支援センター」として

の役割を担うことが提言されてからわずか４年
で、要保護児童等予防的支援機能提示乳児院の
うち半数以上の乳児院が「親子の通所」の取り
組みを始めていることは特筆すべきことであ
る。子どもの養育や集団活動に親も一緒に参加
して子育てのノウハウを学べるような環境を提
供することは、日々入所している乳幼児を「親
代わり」としてチームで養育し生活や遊びに工
夫を凝らす直接処遇職員の強みなのではないだ
ろうか。「親子の通所」機能は、乳児院の強み
を生かしながら、工夫次第であまり費用をかけ
ずに取り組むことができ、各乳児院が趣向を凝
らしながら地域社会と繋がろう、貢献しようと
取り組んできたことがこの結果に繋がっている
と考えられる。
「親子の通所」の内容は、未就園児・未就学

児とその保護者を対象とした製作や絵本の読み
聞かせ、遊びの広場の開催、ベビーマッサージ
講座、クリスマス会等行事の開催などがあり、
各乳児院によって名称、開催時期、頻度等は異
なるが、実に多種多様な取り組みがなされてい
る。その時点で「悩みがある」「相談したい」
と思っていない保護者でも気軽に足を運べるよ
う、保護者の「相談」ではなく子どもと「遊び」
に来られる仕組みづくりがなされている乳児院
が多いように思う。「乳児院は虐待された子や
親と暮らせない子が生活しているところ」とい
う従来からの機能しか知らない地域住民にとっ
ては、「相談に来ませんか」と言われると来院
するハードルが高くなると考えられる。しか
し、「お子さんと遊びに来ませんか」「一緒にお
やつを食べませんか」など、気軽に足を運べる
しかけをすることで、乳児院の新たな機能を
知ってもらうきっかけになり地域社会とのつな
がりが広がり、深まっていくのではないだろう

か。
乳児院において親子が参加できる集団活動等

を開催することは、子育て中の保護者を保育士
や看護師、栄養士等の専門職が多くいる場に招
くことであり、困った時や悩んだ時に相談しや
すい環境を提供することに繋がる。特に保育所
や幼稚園、認定こども園などに通っていない子
どもの保護者に対しても日常的・継続的な支援
を提供することができる可能性があり、児童虐
待の発生を予防するという観点からも非常に有
効な手段であると考えられる。

③産後ケア事業、産前・産後母子サポート事業
産後ケア事業等は、要保護児童等予防的支援

機能提示乳児院における割合が１７．５％と、提示
率が高いとは言い難いのが現状である。
平成２６年に厚生労働省は「妊娠・出産包括支

援モデル事業」を実施した。その中で子育て世
代包括支援センターを設置し、「産後ケア事業」
を実施することが事業に盛り込まれた。その
後、令和元年に母子保健法の一部を改正する法
律により産後ケア事業の実施が市町村の努力義
務となった。産後ケア事業の対象者は、産後に
心身の不調又は育児不安その他特に支援が必要
である者である１８）。また、産前・産後サポート
事業の対象者は、身近に相談できるものがいな
い、または多胎・若年妊婦など社会的な支援が
必要である者とされている１９）。どちらの事業も
市町村の担当者がアセスメントした後に利用者
を決定するものであり、制度的位置づけのため
本人が希望をすれば必ず利用できるというもの
ではない。このような背景から各乳児院がホー
ムページに産後ケア事業等の取り組みを明記す
ることの意義を感じ辛い現状があるように思
う。このことが提示率の低さの一因なのではな
いだろうか。しかし、何か他の情報を求めて乳
児院のホームページにたどり着いた人が、たま
たまではあっても産後ケア事業等の取り組みを
目にすることは非常に意義のあることであると
言える。自分自身が困ったときに、誰か身近な
人が困っている時に、その時すぐに利用せずと
も、あると安心な「お守り」のようにその情報
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が地域の人々に安心感を与えるのではないだろ
うか。
一方、提示率が低いだけではなく実際の取り

組みがまだ進んでいないという可能性も検討す
る必要がある。産後ケア事業等を行う上で課題
となるのはハード面や人材の確保ではないだろ
うか。産後ケア事業は、短期入所型、通所型、
居宅訪問型があるが、特に短期入所型において
は乳児院によっては既存の居室では事足りず、
専用の居室を新たに設ける必要が出てくる。ま
た、産後ケア事業は、事業内容に応じて助産
師、保健師又は看護師等の配置が義務付けられ
ており、原則助産師を中心とした実施体制での
対応が求められている２０）が、人材の確保は簡単
ではない。産前・産後母子サポート事業は、研
修を受けていれば専門的な資格を有していなく
てもサポートにあたることができる２１）が、これ
らの人材をどのように地域で募集し養成してい
くかは課題であると考えられる。
児童虐待による死亡事例等の検証結果では、

死亡時点の子どもの年齢は「０歳」がおよそ半
数を占め、このうち２５％が「月齢０か月」であっ
た２２）。「健やか親子２１（第２次）」２３）では「切れ
目ない妊産婦・乳幼児への保健対策」が基盤課
題となっており、妊娠期から児童虐待の防止対
策をすることの重要性が指摘されている。児童
虐待は発生予防の観点でとらえることが重要で
あることが指摘されている２４）が、このことは子
どもの命を守り健やかな育ちを支えることはも
ちろん、悩み苦しみ虐待を「してしまう」保護
者を減らすという点においても重要な観点であ
る。産後ケア事業等は児童虐待防止の重要な役
割を担っているため、今後より一層支援を拡充
していくことが求められる。

④親子宿泊支援
親子宿泊支援は、要保護児童等予防的支援機

能提示乳児院における割合が２．１％と、提示率
が最も低かった。
そもそも親子宿泊支援はまだ制度が整ってい

ないのが現状である。相澤は「親子宿泊支援事
業（仮称）」を「乳児院などの児童福祉施設に

設置している親子訓練室等を活用して、軽度な
虐待あるいは育児ノイローゼぎみの親等をその
子どもとともに短期間宿泊してもらい、メンタ
ルケア、育児及び家事支援等を行う在宅支援事
業」２５）と定義しており、事業化していくことで
より多くの乳児院が取り組みをはじめることが
期待される。今後、既に取り組んでいる乳児院
における取り組みの経過や課題、今後の展望等
を調査することで、より多くの乳児院で親子宿
泊支援が広がっていくことを期待したい。

⑤養育支援訪問事業
養育支援訪問事業は、要保護児童等予防的支

援機能提示乳児院における割合が９．３％と、提
示率は低い。
養育支援訪問事業は、平成１６年より開始した

育児支援家庭訪問事業をルーツとし、平成２１年
児童福祉法の一部改正に伴い、現在の「養育支
援訪問事業」へと名称が変わると同時に市町村
が実施する事業となった。養育支援訪問事業
は、子育てに対して不安や孤立感等を抱える家
庭や、様々な原因で養育支援が必要となってい
る家庭に対して、子育て経験者や保健師・保育
士等が家庭を訪問し、育児・家事の援助や指導
助言を実施するものである。この事業の対象者
は、乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃ
ん事業）の結果、養育支援が必要であると判断
された家庭や、関係機関からの連絡・通告等に
より把握され、本事業による支援が必要と判断
された家庭の子どもおよびその保護者であ
る２６）。さらに、乳児院等を退所し、児童が復帰
した後の家庭も対象となる。これまで見てきた
ように、この事業は産後ケア事業等と同様、一
般家庭における訪問相談のニーズには答えてい
ない。
養育支援訪問事業、乳児家庭全戸訪問事業等

の支援の隙間を埋め、子育ての孤立を防止しよ
うと始まった取り組みが「家庭訪問型・子育て
支援ホームスタート」である。ホームスタート
とは、乳幼児がいる家庭に、研修を受けた地域
の子育て経験者が無償で訪問し、「傾聴」と「協
働」をする家庭訪問型子育て支援ボランティア
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である２７）。このようなホームスタートの取り組
みを取り入れ、実施している乳児院もあった。
また、養育支援訪問事業やホームスタートとい
う名称ではないものの、心理士や保育士等の施
設職員が育児に悩む家庭を訪問し、相談にのる
という取り組みを行っている乳児院もあった。
「児童の代替的養護に関する指針」２８）で児童

を家族の養護から離脱させることは最終手段で
あることが示されたものの、現状として２，３５１
人の乳幼児が乳児院に入所している２９）。しかも
入所児は何らかの疾患や障害を有する等通常よ
り以上のケアが必要な者が増えている３０）。この
ような事情からも乳児院で職員体制に余裕があ
るところは少ないと思われ、養育支援訪問事業
等に手が回らないのが実態なのではないだろう
か。乳児院が有する専門性を、より個別化して
地域の子育て家庭に届けていく取り組みの在り
方についても今後検討していくことが求められ
る。

５．まとめと今後の課題

本研究は、乳児院が「乳幼児総合支援セン
ター」を目指す取り組みの状況について、要保
護児童等予防的支援機能とフォスタリング機能
に着目し、インターネット・ホームページを用
いて調査を行った。その結果、要保護児童等予
防的支援機能については全国で６６．０％の乳児院
が機能を提示していることが明らかとなり、乳
児院が「乳幼児総合支援センター」へ向けて着
実に多機能化を進めていることが示された。要
保護児童等予防的支援機能における事業・支援
別の提示状況についての調査では、「親子の通
所」等各乳児院が今できることから少しずつ「乳
幼児総合支援センター」への歩みを進めている
ことが明らかになると同時に、「親子宿泊支援」
などは今後支援の拡充が求められることも示さ
れた。また、フォスタリング機能については全
国で３８．８％の乳児院が機能を提示していたが、
これからより一層情報を提示し里親を開拓・育
成・支援していくことが必要であると考察し
た。

本研究はインターネット・ホームページの情
報をもとにした調査であり、実態との乖離があ
る可能性がある。しかし、育児中の母親の多く
がインターネットを利用して情報を集めている
ことからも、ホームページはその情報に出会う
きっかけになり、サービスを受けるかどうかの
判断材料になると考えられる。SNSを用いて
情報収集する母親も多いことから３１）、今後は
SNSにも調査の幅を広げつつ、インターネッ
トを活用しない広告媒体（チラシ等）の現状と
有益性についても検討していきたい。
このように変わりつつある乳児院が地域にど

のような良い影響をもたらすのか、また乳児院
が「乳幼児総合支援センター」を目指すうえで
課題となることはどのようなことなのかを明ら
かにすることはできていないため、今後明らか
にしていきたい。
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